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第１章 計画策定の基本的な考え方           

 

１．計画策定の趣旨と背景 

 

近年、障がいのある方の高齢化と障がいの重度化、精神疾患の患者の増加などが進

む中、障がい者施策のニーズは複雑多様化していると考えられています。 

また、障害者基本法の理念に則り、障がいの有無によって分け隔てられることなく、

障がいのある方もない方も相互に人格と個性を尊重し合い、ともに支え合いながら暮

らすことのできる地域共生社会の実現が求められています。 

 

国は、平成１８年度に障害者自立支援法を施行し、身体・知的・精神の３障がいに

かかる各種サービスの一元化を図るなど、福祉サービスの提供体制の整備を行いまし

た。さらに、平成２５年４月に障害者自立支援法を改正し、従来の３障がいに加え障

がいの定義に新たに難病等を追加し、地域社会における共生の実現に向けて、障がい

のある方の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、「障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総合支援法」）」を施行しま

した。 

また、平成２６年１月に「障害者の権利に関する条約」が批准され、平成２８年４

月には、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的とした「障害を理由と

する差別の解消の推進に関する法律（以下「障害者差別解消法」）」が施行されるな

ど、障がい者施策に関係する数多くの法律が制定されてきました。 

このような状況のなか、本町ではこれまで「湧別町障がい者基本計画・障がい福祉

計画」及び「湧別町障がい児福祉計画」を定め、障がいのある方もない方も住み慣れ

た地域で安心して暮らせる社会の実現をめざし、施策の推進を図ってきました。 

 

本計画は、第６期湧別町障がい者基本計画・障がい福祉計画及び第２期湧別町障が

い児福祉計画の期間が終了することを受け、これまでの成果や課題の分析・評価を行

った上で、本町における障がい者施策の基本指針として総合的な視点から施策の体系

化を図るとともに、障がい者福祉の充実に向け、各種施策の方向性を明らかにするた

め、新たに「第７期湧別町障がい者基本計画・障がい福祉計画」及び「第３期障がい

児福祉計画」を策定します。 
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２．計画の性格 

 

本計画は、障害者基本法第１１条第３項に規定する「市町村障害者計画」と、障害

者総合支援法第８８条第１項に規定する「市町村障害福祉計画」及び児童福祉法第３

３条の２０第１項に規定する「市町村障害児福祉計画」とを一体的に策定するもので、

「第３期湧別町総合計画（令和４年度～令和１３年度）」をはじめ、その他の町の関連

計画を踏まえ、本町における障がい者施策に関する基本的な計画として位置づけられ

るものです。 

 

 

３．計画の内容 

 

  北海道の策定する「ほっかいどう障がい福祉プラン」等と調和を保つとともに、障

害福祉サービスの充実、施設入所者等の地域生活への移行の促進や就労・相談支援体

制の充実など、地域生活支援事業を引き続き推進します。 

  また、障がい児福祉計画についても、同様に北海道の策定する「ほっかいどう障が

い福祉プラン」等と調和を保つとともに、障害児通所支援事業の充実や支援体制の整

備など、障がい児支援施策を推進します。 

  なお、数値目標やサービス見込み量などの検討にあたっては、国の基本方針、北海

道の計画の動向を見定めつつ、地域の実情も加味した内容としていきます。 

 

 

４．計画期間及び見直しの時期 

 

本計画は、令和６年度から令和８年度までを計画期間として策定します。 

ただし、今後、国の動向に伴い計画の根幹となる法律や制度などについて大幅な変

更が生じた場合、適宜、見直しを行うものとします。 

 

年度 

計画名 
R3 R4 R5 R6 R7 R8 

湧別町障がい者基本計画 

第 6 期計画 第 7 期計画 

湧別町障がい福祉計画 

湧別町障がい児福祉計画 第 2 期計画 第 3 期計画 
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５．計画の基本理念 

 

 第７期障がい福祉計画及び第３期障がい児福祉計画では、国の基本指針などを踏まえ、 

次に掲げる点を基本理念として策定します。 

 

（１）障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

   共生社会を実現するため、障がい者等の自己決定を尊重し、その意思決定の支援 

に配慮するとともに、障がい者等が必要とする障害福祉サービスなどの支援を受け 

つつ、その自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サービ 

スなどの提供体制の整備を進めます。 

 

（２）障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等 

   障がい者の定義を、障害者手帳の有無に関わらず、身体障がい・知的障がい・精 

神障がい・難病などがあるために日常生活及び社会生活の中で何らかの不自由な状 

態にある方とし、どの地域でも平等なサービスを受けることができるような体制づ 

くりに努めます。 

 また、発達障がい・高次脳機能障がいについては、精神障がいに含めることとさ 

れていることから、難病等と合わせて、障害者総合支援法に基づく給付対象である 

旨の周知を図っていきます。 

 

（３）入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応

したサービス提供体制の整備 

   障がいのある方の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援等といった 

課題に対応したサービス提供体制の整備に努めるとともに、障がいのある方の生活

を地域全体で支えるシステムを実現するため、地域生活支援の拠点づくり・インフ

ォーマルサービス（近隣・友人・ボランティアなど、公的機関や専門職による制度

に基づくサービス以外の支援）の提供など、地域の社会資源を最大限に活用し、提

供体制の整備を進めます。 

特に、地域生活支援拠点については、障がい者の高齢化・重度化やいわゆる「親 

亡き後」を見据え、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるため 

に、様々な支援を切れ目なく提供できる仕組みとして求められていることから、他 

法他施策と連携した整備も含めて検討していきます。 

   また、精神障がいのある方が、差別や偏見を受けることのなく、地域の一員とし 

  て安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害にも対応する地域
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包括ケアシステムの構築を目指します。 

 

（４）地域共生社会の実現に向けた取組 

   地域のあらゆる住民が、「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域・ 

暮らし・生きがいをともに創り、高め合う、誰もが相互に人格と個性を尊重し支 

えあう地域共生社会の実現に向けた社会づくりを推進します。 

また、地域住民が主体的に地域づくりに取り組むための仕組み作りや制度の縦割 

りを超えた柔軟なサービスの確保に取り組むとともに、地域資源の実態等を踏まえ 

ながら、包括的な支援体制の構築に取り組みます。その際、次に掲げる支援を一体 

的に実施する新たな事業の活用も含めて検討し、体制整備に努めます。 

  ①地域の様々な相談を受け止め、自ら対応またはつなぐ機能、多機関協働の中核の 

   機能及び継続的につながり続ける伴走支援を中心的に担う機能を備えた相談支援 

②相談支援と一体的に行う、就労支援、居住支援等、多様な社会参加に向けた支援 

③ケアし支え合う関係性を広げ、交流や参加の機会を生み出すコーディネート機能 

及び住民同士が出会い参加することのできる場や居場所の確保の機能を備えた支 

援 

 

（５）障害児の健やかな育成のための発達支援 

   障がい児支援を行うにあたっては、障がい児本人の最善の利益を考慮しながら、 

障がい児の健やかな育成を支援することが必要です。このため、障がい児及びその 

家族に対し、障がいの疑いがある段階から身近な地域で支援できるように、北海道 

や広域的な専門機関及び近隣市町村と連携しながら、質の高い専門的な発達支援を 

行う障害児通所支援等の充実と地域支援体制づくりに努めます。 

また、障がい児のライフステージに沿って、地域の保健・医療・障害福祉・保育・ 

教育・就労支援等の関係機関が連携を図り、乳幼児期から全ての年代において切れ 

目の無い一貫した支援を継続して提供する体制の構築に努めます。 

さらに、障がい児がサービス等を利用することにより、障がいの有無にかかわら 

ず、全ての児童が共に地域の保育・教育などの支援を受けて成長できるよう、障が 

い児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進します。 

加えて、日常生活を営むために医療を要する状態にある障がい児（以下「医療的 

ケア児」という。）が保健・医療・障害福祉・保育・教育などの支援を円滑に受け 

られるようにするなど、専門的な支援を要する方に対して、各関連分野が共通の理 

解に基づき協働する包括的な支援体制の構築を目指します。 
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（６）障害福祉人材の確保・定着 

   障がい者の高齢化・重度化が進む中においても、将来にわたって安定的に様々な 

障がい福祉に関する事業を実施していくためには、提供体制の確保と併せてそれを 

担う人材の確保・定着を図ることが必要です。そのために、専門性を高めるための 

研修の実施の検討や多職種間の連携を推進するとともに、障がい福祉の現場が働き 

がいのある魅力的な職場であることの積極的な周知・広報やハラスメント対策など 

に関係機関・関係者と協力して取り組みます。 

 

（７）障害者の社会参加を支える取組 

   障がい者の個性や能力の発揮及び社会参加の促進を図るため、「障害者による文 

化芸術活動の推進に関する法律（平成三十年法律第四十七号）」を踏まえ、障がい 

者が文化芸術を享受鑑賞し、または創造や発表などの多様な活動に参加する機会の 

確保などに努めます。 

また、読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現の 

ため、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（令和元年法律第四十 

九号）」を踏まえ、視覚障がい者等の読書環境の整備を計画的に推進するための方 

策を検討します。 
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●その他の事項 

 

 ①障がい者等に対する虐待の防止 

  相談支援専門員などに対し、常日頃から虐待防止に対する高い意識を持ちながら障 

がい者やその介護をする方の支援に当たるとともに、虐待の早期発見に努め、発見時 

は速やかな通報を行うよう普及啓発を図ります。 

 また、相談支援体制の強化などにより、虐待の防止・早期発見・早期対応を行える 

よう支援体制の構築・充実を目指します。 

 

 ②障がいを理由とする差別の解消の推進 

  障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いな 

がら共生する社会を実現するため、人権意識の普及啓発に努めます。 

 また、障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となる、利用 

しにくい設備や偏見などのいわゆる社会的障壁の除去に努めます。 

 さらに、合理的配慮（障がい者等から何らかの助けを求める意思の表明があった場 

合に過度な負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要な便宜）の提 

供に取り組むとともに普及啓発に努めます。 

 

 ③障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所における利用者の安全 

  確保に向けた取組や事業所における研修等の充実 

  障害福祉サービス事業所等における利用者の安全確保について、平常時からの地域 

住民や関係機関との緊密な関係性の構築などを通じ、利用者の安全確保に向けた取り 

組みを進めるよう支援を行うなど、防災対策をともに考えていきます。 

 

 ④発達障がい者等に対する支援 

  国が推進しているペアレント・トレーニング（保護者が子どもの行動を観察して特 

徴を理解したり、発達障がいの特性をふまえたほめ方やしかり方などを学ぶことによ 

り子どもの問題行動を減少させることを目標とするもの）及びペアレント・プログラ 

ム（育児に不安がある保護者、仲間関係を築くことに困っている保護者などを、地域 

の支援者（保育士、保健師、福祉事業所の職員等）が効果的に支援できるよう設定さ 

れた、グループ・プログラム）の導入、ペアレントメンター（自らも発達障がいのあ 

る子育てを経験し、かつ相談支援に関する一定のトレーニングを受けた親）の活用な
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どについては、ニーズが少ない・体制が整わないなどの理由により、早期の実施は難

しい状況ですが、実施の必要性について関係部署と検討を行っていきます。 

 

⑤強度行動障がいや高次脳機能障がいを有する障がい者に対する支援体制の充実 

  サービス事業所等において適切な支援が行えるよう人材育成や支援体制の整備に努 

めます。 

 

 ⑥依存症対策の推進 

アルコール・薬物などの依存症に対する誤解・偏見を解消するために普及啓発を 

 図り、依存症である方及びその家族に対する適切な支援に努めます。 

 

 ⑦障がい者等による情報の取得利用・意思疎通の推進 

  障がい種別に応じたコミュニケーションツールや手段の充実を図るなど、当事者等 

 の意見を伺いながら取り組みを進めます。 
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６．計画の目標及び体系 

 

（１）計画の目標 

障害者基本法第１条では、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられるこ 

となく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障がい 

者の自立及び社会参加の支援などのための施策を総合的かつ計画的に推進することが 

同法の目的である旨が規定されています。 

  本町においても、障害者基本法の理念に則り、障がいのある方が必要とするサービ 

スを利用しながら、社会を構成する一員として主体的に社会に参加し、住み慣れた地 

域で自立した生活が送れるよう、第３期湧別町総合計画に掲げる基本目標である「誰 

もがいきいきと笑顔で暮らせるぬくもりのあるまちづくり」の推進に向け、次に掲げ 

る点に配慮して、障がい者施策の一層の促進を図ります。 

① 地域生活の支援体制の充実 

障がいのある方の入所施設等から地域生活への移行や地域での生活の継続のため

には、住み慣れた地域で生涯を通じて必要なサービスを利用できることが重要であ

り、相談支援や障害福祉サービスをはじめとするサービス提供体制の構築や、関係

機関の連携、専門職員及び介護の担い手となる人材の確保などに努め、障がいのあ

る方が安心して暮らせる地域づくりを促進します。 

② 自立と社会参加の促進 

障がいのある方が自らの選択と決定により、主体的に行動し、地域で自立した生

活ができるよう、身近な地域での療育や教育の提供、本人の希望や障がい特性に応

じた就労支援などの取組を促進します。 

また、地域社会を構成する一員として、自治会等の住民自治活動、地域やコミュ

ニティづくり活動、文化・サークル活動、さらには、障がい当事者による自主的活

動など、障がいのある方が自ら進んで参加できる場づくりを行う環境を整備するな

ど、社会参加の取組を促進します。 

③ バリアフリー社会の実現 

バリアフリー社会の実現をめざし、障がいや障がいのある方への理解を進め、虐

待や差別・偏見をなくす心のバリアフリー化、住まい・公共的施設・交通機関など

におけるユニバーサルデザインの普及や障がい特性に応じた防災体制の確保など環

境のバリアフリー化、さらには、障がいのある方の情報利用のバリアフリー化など、

本町の地域特性を踏まえた取組を促進します。 
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（２）計画の体系 

目  標   施策の区分   主要な施策 
            

誰
も
が
い
き
い
き
と
笑
顔
で
暮
ら
せ
る
ぬ
く
も
り
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り 

  
地域生活の支援 
体制の充実 

  
１ 生活支援 

  
１ 生活支援体制整備の充実 

      
        

２ 相談支援体制・地域移行支援の充実 
        
         

３ 意思決定支援の推進 
         
         

４ 
障害福祉サービス・地域生活支援事業
の充実          

         
５ 人材の養成・確保 

         
       

６ 生活安定施策の推進 
         
          
     

２ 保健・医療 
  

１ 適切な保健・医療の提供 
       
      

２ 
障がいの原因となる疾病等の予防・治
療        

       
３ 障がいの特性に応じた支援の充実 

       
         
  

自立と社会参加 
の促進 

 
３ 療育・教育 

 
１ 

障がいのある子どもに対する支援の
充実       

        
２ 学校教育の充実 

        
       

３ 
医療的ケアを必要とする子どもへの
支援の充実         

         
     

４ 就労支援 
 

１ 町民、企業、行政等の応援体制づくり 
       
         

２ 一般就労の推進 
        
         

３ 多様な就労の機会の確保 
       
    

４ 福祉的就労の底上げ 
       
          
     

５ 社会参加 
 

１ 社会参加の促進 
       
         

２ スポーツ・文化活動の振興 
         
       

３ 生涯学習機会の充実 
      
         

   
バリアフリー 
社会の実現 

  差別の解消   
１ 権利擁護の推進・虐待の防止 

     
６ 

権利擁護の   
    推進及び虐   

２ 成年後見制度等の活用促進 
      待の防止   
          

３ 理解の促進 
          
          

４ 地域福祉活動の推進 
          
         
      

７ 生活環境 
 

１ 住まい・まちづくりの推進 
        
         

２ 移動・交通のバリアフリーの促進 
        
          

３ 防災・防犯対策の推進 
          
            
      

８ 

情報ｱｸｾｼﾋﾞ 
ﾘﾃｨの向上 
及び意思疎 

  
１ 

情報通信における情報アクセシビリ
ティの向上         

        
２ 意思疎通支援の充実 

      通支援の充   
      実   ３ 選挙時における配慮 
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（３）障害福祉サービスの体系 

 

  市 町 村   

 

 自立支援給付  

 

 訪問系 

居宅介護（ホームヘルプ） 

重度訪問介護 

       同行援護 

       行動援護 

       重度障害者等包括支援 

 

日中活動系 

療養介護 

生活介護 

自立訓練（機能訓練） 

自立訓練（生活訓練） 

宿泊型自立訓練 

就労移行支援 

就労継続支援（Ａ型） 

就労継続支援（Ｂ型） 

就労定着支援 

就労選択支援 

短期入所（ショートステイ） 

居住系 

共同生活援助 

（グループホーム） 

自立生活援助 

施設入所支援 

相談支援 

計画相談支援 

地域移行支援 

地域定着支援 

自立支援医療 

更生医療 

育成医療 

精神通院医療※北海道 

補装具費支給 

障がい者・児 

障害児支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通所系 

児童発達支援 

医療型児童発達支援 

放課後等デイサービス 

保育所等訪問支援 

居宅訪問型児童発達支援 

 

相談支援 

障害児相談支援 

地域生活支援事業 

  

必須事業 

理解促進事業・啓発事業 

  自発的活動支援事業 

  相談支援事業 

  成年後見制度利用支援事業 

  成年後見制度法人後見支援事業 

  意思疎通支援事業 

  日常生活用具給付等事業 

  手話奉仕員養成研修事業 

  移動支援事業 

  地域活動支援センター事業 

 
  

  

  

  

  

  

任意事業 

日中一時支援事業 

都道府県  専門性の高い相談支援、広域的な対応が必要な事業、人材育成など 
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７．ＳＤＧｓを踏まえた計画の推進 

 

 ＳＤＧｓ（エス・ディ・ジーズ）とは、持続できるという Sustainable（サスティナ 

ブル）のＳ、開発という Development（ディベロップメント）のＤ、目標である Goalの 

複数形 Goals（ゴールズ）のＧとｓの略称であり、日本語訳として『持続可能な開発目 

標』とされています。 

 ＳＤＧｓは、２０１５（平成２７）年９月の国連サミットで採択された２０１６（平 

成２８）年から２０３０（令和１２）年までの１５年間を達成年限とする国連加盟国１ 

９３か国の国際社会の共通目標で、誰一人取り残さない持続可能でよりよい社会の実現 

を目指し、１７の目標と１６９のターゲット（具体目標）及び２３２の指標で構成され 

ており、先進国と開発途上国が一丸となって取り組みを行っています。 

 我が国においても２０１６（平成２８）年に『ＳＤＧｓ実施指針』を策定し、積極的 

に取り組みを進めています。 

 湧別町では、本計画の各種施策がＳＤＧｓの推進につながるものと考え、基本理念・ 

目標の達成に向けてＳＤＧｓの視点を取り入れた各種施策の推進を図ります。 

 

 

 

       ※包摂的…誰一人取り残さない。最も遅れているところのニーズと関心を最優先することを意味する。 
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第２章 障がいのある方を取り巻く状況         

 

 １．総人口 

   

湧別町の人口は、昭和４０年代以降は社会情勢の変化に伴い減少傾向が続き、現在

も緩やかに減少を続けている状況にあります。過去５年間の人口の推移を見ると平成

３０年度には８，７２１人だった人口が、令和４年度には８，０３４人となり約７．

９％（６８７人）減少しています。 

年代層別に見ると、６５歳以上の人口と６４歳以下の人口ともに減少している状況

にあり、平成３０年度と令和４年度を比較して、６５歳以上の人口が約５．０％減少

であるのに対し、６４歳以下の人口が約９．７％減少と減少率が高く、本町において

も高齢化が進行しておりますが、以前と比べて減少率の差は著しく縮小しており、高

齢化が落ち着いてきている傾向であることを見て取ることができます。 

 

総人口の推移 

 

 

 

 

 

※住民基本台帳による３月３１日現在の人口 

 

総人口の推移 

3,349人 3,335人 3,291人 3,241人 3,181人

5,372人 5,208人 5,123人 4,973人 4,853人

0人

1,000人

2,000人

3,000人

4,000人

5,000人

6,000人

7,000人

8,000人

9,000人

10,000人

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

６５歳以上 ０～６４歳

 

総人口 0～64歳 65歳以上 総人口 0～64歳 65歳以上

平成30年度 8,721人 5,372人 3,349人 100% 61.6% 38.4%

令和元年度 8,543人 5,208人 3,335人 100% 61.0% 39.0%

令和２年度 8,414人 5,123人 3,291人 100% 60.9% 39.1%

令和３年度 8,214人 4,973人 3,241人 100% 60.5% 39.5%

令和４年度 8,034人 4,853人 3,181人 100% 60.4% 39.6%

年度
実数 構成比



- 14 - 

 

１８歳未満 １８歳以上 計 １８歳未満 １８歳以上 計 １８歳未満 １８歳以上 計
0人 14人 14人 0人 11人 11人 0人 11人 11人
1人 34人 35人 1人 29人 30人 0人 29人 29人
0人 2人 2人 0人 1人 1人 0人 1人 1人
2人 312人 314人 1人 307人 308人 1人 304人 305人
1人 139人 140人 1人 140人 141人 1人 138人 139人
4人 501人 505人 3人 488人 491人 2人 483人 485人

内部機能障害

計

視覚障害
聴覚・平衡機能障害
音声機能・言語機能等障害

肢体不自由

令和２年度 令和３年度 令和４年度

 ２．身体障がい者 

   

本町の身体障害者手帳の所持者数は、令和４年度末時点では４８５人で、総人口に

占める割合は約６．０％となっています。障がい種別に見ると手帳所持者のうち約６

２．９％が肢体不自由で、次いで内臓機能障害が約２８．７％を占めています。近年

は減少傾向にあります。（総人口８，０３４人） 

身体障害者手帳所持者数 

     

 

  

   

 

 

 

各年度末現在値 

 

 

 ３．知的障がい者 

   

本町の療育手帳所持者数は、令和４年度末時点で１４０人となっており、総人口に

占める割合は約１．７％となっています。このうち１８歳以上が約８０．０％を占め

ており、近年はゆるやかな増加傾向にあります。（総人口８，０３４人） 

 

療育手帳所持者数 

 

 

 

 

 

 

 

各年度末現在値 

 

１８歳未満 １８歳以上 計 １８歳未満 １８歳以上 計 １８歳未満 １８歳以上 計

2人 36人 38人 2人 36人 38人 2人 37人 39人

24人 70人 94人 25人 73人 98人 26人 75人 101人

26人 106人 132人 27人 109人 136人 28人 112人 140人

令和２年度 令和３年度 令和４年度

計

Ａ判定

Ｂ判定
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４．精神障がい者 

  

本町の精神障害者保健福祉手帳所持者数は、令和４年度末時点で５７人となってお

り、総人口に占める割合は約０．７％となっています。所持者は全て１８歳以上の方

であり、等級別では手帳所持者の約６３．２％が２級となっています。近年は、ほぼ

横ばいの状況にあります。（総人口８，０３４人） 

精神障害者保健福祉手帳所持者数 

 

 

 

 

 

 

各年度末現在値 

 

 

５．自立支援医療（精神通院医療）受給者 

  

自立支援医療（精神通院医療）は、精神疾患（てんかん含む）で、通院による精神医 

療を継続的に要する病状にある方に対し支給することにより、通院医療費の自己負担 

を軽減するための公費負担医療制度です。手帳を所持しない方も受給されています。 

 実施主体が北海道であるため、本町住民の明確な受給者数は把握しておりませんが、 

１１５人程度（概ね１．４％程度）の方が受給されており、近年は、ほぼ横ばいの状

況であると思われます。 

１８歳未満 １８歳以上 計 １８歳未満 １８歳以上 計 １８歳未満 １８歳以上 計
0人 8人 8人 0人 6人 6人 0人 6人 6人
0人 38人 38人 0人 41人 41人 0人 36人 36人
0人 12人 12人 0人 13人 13人 0人 15人 15人
0人 58人 58人 0人 60人 60人 0人 57人 57人

令和２年度 令和３年度 令和４年度

２級

計

１級

３級
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６．発達障がい者 

 発達障がいとは、「発達障害者支援法（平成十六年法律第百六十七号）」により、 

「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性 

障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現す 

るものとして政令で定めるもの」と定義されており、障害者基本法により「精神障害 

（発達障害を含む。）」とされています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者、療育手帳所持者の中には発達障がいのある方が含 

 まれますが、発達障がい単独の手帳制度はないため、本町の発達障がい者の実数を把 

 握することは難しい状況です。 

           

 

 

７．高次脳機能障がい者 

  病気や事故による脳損傷者の中には、麻痺などの目立った後遺症もなく、一見した 

 ところ病前と同じように見えるのに、家庭生活や社会生活を送るようになって大きな 

困難が生じ、一般的な診察だけでは障がいが見逃されやすい人たちが数多くいること 

がわかってきました。国では平成１６年に行政的診断基準を設け、高次脳機能障がい 

 を、「脳損傷の結果、記憶障がいや注意障がい、遂行機能障がい、社会的行動障がい 

 を持ち、生活障がいがある場合」と定義しました。 

国の行政的定義がなされたことで、高次脳機能障がい者は精神障害者保健福祉手 

 帳の対象となり、また、手帳の所持に関わらず障害者総合支援法に基づく給付の対象

となりました。しかし、症状的に軽微に捉えられ、性格上の問題と考えられてしまう

ことも多く、サービスの利用につながらず対応困難な事例としてあがることも少な 

くありません。 

  高次脳機能障がいに関する十分な理解が進んでいないこともあり、本町の高次脳機 

能障がい者の実数を把握することは難しい状況です。 
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 ８．難病患者（特定医療費（指定難病）医療等受給者） 

   

難病とは、「難病の患者に対する医療等に関する法律（平成二十六年法律第五十号）」

によると、「発病の機構が明らかでなく、かつ治療方法が確立していない希少な疾病

であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるも

の」とされています。 

そのうち、国が指定する疾病（指定難病）となっている３３８疾病（令和３年１１

月１日時点）に関しては、指定医療機関から受ける当該疾病に係る医療に要した費用

が特定医療費として支給される医療費助成制度の対象となっており、認定されると特

定医療費（指定難病）受給者証が交付されます。 

  また、児童福祉法に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病となっている７ 

８８疾病に関しても、医療費助成制度の対象となっており、認定されると小児慢性特 

定疾病医療受給者証が交付されます。 

  さらに、国が定める５疾患と北海道が独自に定める４疾患が特定疾患治療研究事業

として医療費助成制度の対象となっており、認定されると特定疾患医療受給者証が交付

されます。 

なお、難病患者については、平成２３年８月に改正された障害者基本法の「障害者」

の定義において障がい者に含まれることが明記され、障害者総合支援法に基づく給付

の対象となりました。 

  本町の受給者数は、特定医療費（指定難病）医療が令和４年度末時点で６４人で総 

人口に占める割合は約０．８０％、小児慢性特定疾病医療が令和４年度末時点で５人

で総人口に占める割合は約０．０６％、特定疾患医療が令和４年度末時点で３人で 

総人口に占める割合は約０．０４％となっており、近年の傾向では、ほぼ横ばいの状

況となっています。（総人口８，０３４人） 

特定医療費（指定難病）医療等受給者数 

 

 

 

 

 

資料：紋別保健所                              各年度末現在値 

 

新規交付者 年度末受給者 新規交付者 年度末受給者 新規交付者 年度末受給者

8人 63人 4人 67人 5人 64人

2人 7人 0人 5人 0人 5人

1人 6人 0人 6人 1人 3人

11人 76人 4人 78人 6人 72人

特定疾患医療

計

令和２年度 令和３年度 令和４年度

特定医療費（指定難病）医療

小児慢性特定疾病医療
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９．障害福祉サービス受給者の障害支援区分の認定状況 

 （令和５年３月３１日現在） 

認定数 未認定 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 合計 

身体障がい ０人 ０人 １人 ０人 ２人 １人 ５人 ９人 

知的障がい １６人 ０人 ４人 ４人 ８人 １６人 １２人 ６０人 

精神障がい ５人 ０人 ３人 ３人 １人 １人 ０人 １３人 

難病患者等 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

児童 １人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 １人 

合計 ２２人 ０人 ８人 ７人 １１人 １８人 １７人 ８３人 

 

10．障害支援区分別サービス支給決定状況 

 （令和５年３月３１日現在） 

 未認定 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 合計 

居宅介護 － ０人 ４人 ０人 ２人 ０人 １人 ７人 

重度訪問介護 － － － － ０人 ０人 １人 １人 

同行援護 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

行動援護 － － － ０人 ０人 ３人 ０人 ３人 

重度障害者等包括支援 － － － － － － ０人 ０人 

短期入所 １人 ０人 ０人 ０人 ３人 ２人 ３人 ９人 

療養介護 － ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 １人 １人 

生活介護 － ０人 ０人 ２人 ８人 １７人 １５人 ４２人 

施設入所支援 － ０人 ０人 ０人 ２人 ８人 １２人 ２２人 

自立生活援助 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

共同生活援助 １１人 ０人 ４人 ７人 ６人 ９人 １人 ３８人 

宿泊型自立訓練 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

自立訓練(機能) ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

自立訓練(生活) ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

就労移行支援 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

就労継続支援Ａ型 １０人 ０人 １人 １人 １人 ０人 ０人 １３人 

就労継続支援Ｂ型 ５人 ０人 ３人 ３人 ２人 １人 １人 １５人 

就労定着支援 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

計画相談支援 ２１人 ０人 ５人 ７人 ９人 １８人 １６人 ７６人 

地域移行支援 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

地域定着支援 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

※サービスを複数利用している場合があるため、障害支援区分の認定状況の合計と一致しない。 
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11．障害児サービス支給決定状況 

 （令和５年３月３１日現在） 

 
身体 

障がい 

知的障がい 精神 

障がい 
合計 

手帳あり 手帳なし 計 

児童発達支援 ０人 １人 ２６人 ２７人 ０人 ２７人 

医療型児童発達支援 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

放課後等デイサービス １人 １４人 １８人 ３２人 ０人 ３３人 

居宅訪問型児童発達支援 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

保育所等訪問支援 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

計 １人 １５人 ４４人 ５９人 ０人 ６０人 

障害児相談支援 １人 １５人 ４４人 ５９人 ０人 ６０人 
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第３章 施策の方向と主要施策             

 

１．地域生活の支援体制の充実 

 

（１）生活支援 

 

【施策の方向】  

障がいのある方が自らの決定に基づき、身近な地域で日常生活及び社会生活を営む

ことのできる体制の整備を目指します。 

また、在宅サービスの量的・質的充実を図り、施設入所者等の地域生活への移行を

推進するとともに、障がい福祉・医療を支える人材の養成・確保に努めます。 

 

【主要な施策】  

① 生活支援体制整備の充実 

 ○障がいのある方が必要なサービスを利用しながら安心して地域で生活できるよう 

  保健・医療・福祉・労働・経済その他地域の関係機関が連携して支援する体制の 

  整備を目指します。 

  ○障がいのある方の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、ＮＰＯ等に

よるインフォーマルサービス（法律や制度に基づかない形で提供されるサービス）

の提供など、地域の社会資源を最大限に活用した提供体制の整備に努めます。 

  ○地域で生活する障がいのある方の重度化・高齢化にも対応できるよう、居住支援 

   機能及び地域支援機能などを備えた地域生活支援拠点の整備に向けて検討を重ね 

   ます。 

② 相談支援体制・地域移行支援の充実 

 ○障がいのある方が、身近な地域で、自らの意思に基づく決定による相談支援を受 

けることができる体制の構築を図るため、様々な障がい種別に対応し、総合的な 

相談支援が受けられるような取組を推進します。 

○相談支援の窓口が、障がいのある方にとって相談しやすいものとなるよう、当事

者の気持ちに寄り添い、きめ細やかな対応が出来る機能の充実に努めます。 

○障害者相談員、民生委員・児童委員との適切な情報交換の実施と連携強化に努め 

ます。 
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○身近な地域の相談体制の充実、ケアマネジメント機能（介護の必要な障がい者、

高齢者に適切な介護計画を立て、それに従って十分なサービスを提供すること）

の整備に努めます。 

○心身障害者総合相談所や児童相談所、発達障害者支援センター等の北海道や広域

の専門機関との連携を強化し、町では受けることが難しい専門的な相談に対応で 

 きる体制の整備に努めます。 

○法テラス（国が設立させた公的な法人で、無料の法律相談を行っている）などの

活用を促進します。 

③ 意思決定支援の推進 

○成年後見制度の周知に努め、活用を促進します。 

○本人の意向を尊重した地域生活への移行を促進します。 

 ④ 障害福祉サービス・地域生活支援事業の充実  

○居宅介護（ホームヘルプ）サービス等の在宅サービスの充実を図ります。 

○移動支援サービス等の外出や移動の支援の充実を図ります。 

⑤ 人材の養成・確保 

 ○保健師や栄養士などの人材確保の推進を支援します。 

○福祉関係職員の知識・技術の向上と地域で新たに求められている機能の確保に努 

めます。 

○保健・医療関係職種の養成確保や研修体制の充実に努めます。 

⑥ 生活安定施策の推進  

  ○障がいのある方の日常生活における自立を図るため、雇用・保健・福祉・教育な

どの関係機関と連携し、就業面及び生活面における一体的な支援体制の構築を図

ります。 



- 22 - 

 

（２）保健・医療  

 

【施策の方向】  

障がいのある方が身近な地域において、保健サービス、医療、リハビリテーション

等を受けることが出来るよう提供体制の充実を図るとともに、障がいの原因となる疾

病等の予防、早期発見、治療の推進を図ります。 

また、精神障がいのある方に対し必要な支援を行うことにより、地域生活への移行

と定着を促進するとともに、難病に関する施策を推進します。 

 

【主要な施策】  

① 適切な保健・医療の提供  

○医療部門と療育部門の連携を推進し、小児に対して早期の支援ができる体制づく    

 りに努めます。 

○保健所や医療機関、福祉部門などの関連分野の連携強化を図り、切れ目のない一 

貫した支援体制の確保に努めます。 

○交通事故等による頭部損傷や脳血管障がいなどによって記憶・認知・言語・判断

といった脳の領域にダメージを受けた高次脳機能障がいのある方が適切な支援を 

 受けることができるよう理解の促進に努めます。 

○自立支援医療制度（精神通院医療・更正医療・育成医療）などの医療給付制度の

利用を促進します。 

② 障がいの原因となる疾病等の予防・治療 

 ○障がいの原因となる疾病等を予防するための妊産婦や新生児・未熟児に対する相 

  談支援や発育・発達の遅れを可能な限り早期に発見するための乳幼児健康診査な 

  どの実施及び子育て支援を行う母子保健活動の充実の支援に努めます。 

○障がいが重くなる・他の症状が現れるなどのいわゆる二次障がいの実態や原因の 

 把握に努めます。 

③ 精神障がいのある方や難病患者の方など障がいの特性に応じた支援の充実 

○精神障がいのある方の地域生活を支援するため、保健所や医療機関などとの連携

強化を図るとともに、自助グループの活動支援を行います。 

○精神障がいのある方が、地域の一員として安心して自分らしい生活ができるよう、

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めるため、協議の場の 

 設置の実現に努めます。 

○難病に対する理解の促進に努めるとともに難病患者やその家族への適切な情報提

供や相談支援に努めます。 
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２．自立と社会参加の促進  

 

（３）療育・教育 

 

【施策の方向】  

障がいのある子どもの発達を支援するため、早期発見から早期療育、さらに学齢期

への円滑な移行や学校教育におけるインクルーシブ教育システムの推進などに加え、

医療的ケアを必要とする子どもたちへの支援の充実など、心身の発達の段階や年齢に

応じた支援を、地域で一貫して取り組む体制の充実を図ります。 

 

【主要な施策】  

① 障がいのある子どもに対する支援の充実 

 ○発達の遅れや障がいのある子どもに必要な支援や適切な療育を行うため、児童相 

  談所・保健所・教育委員会・医療機関・学校など地域の関係機関と連携し、乳幼 

  児期から学齢期、学齢期から成人期へ一貫した支援が提供できる体制の構築に努 

めます。 

  ○発達の遅れや障がいを可能な限り早期に発見し、早期支援につなげるために、乳 

幼児健康診査などの実施及び子育て支援を行う母子保健活動の充実の支援に努め 

ます。 

○保護者の不安に寄り添い、保護者の主体性に基づいた相談体制の充実に努めます。 

○専門機関や療育・教育関係機関との連携による療育相談・指導など支援の充実に 

 努めます。 

○障がいの特性に配慮した教育及び相談・指導体制の充実を支援します。 

② 学校教育の充実  

○保健・医療・福祉などの関係機関が連携して教育相談を推進するともに学校に円

滑な引き継ぎを行うなど、幼児教育・義務教育の充実に努めます。 

○障がいのある児童生徒と障がいのない児童生徒の交流活動の充実を支援します。 

○発達障がいの児童・生徒に対する教育支援について、国や道との連携強化を図り 

 ます。 

③ 医療的ケアを必要とする子どもへの支援の充実 

○医療的ケアを必要とする子どもが自ら選択した地域で生活できるよう、情報提供

の強化や支援の充実を図ります。 

○医療的ケアを必要とする子ども等への支援の充実を図るため、保健・医療・障害 

 福祉・保育・教育などの関係機関による協議の場の設置に向けて検討を重ねます。 
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○医療的ケアを必要とする子どもが本人の健康を維持しつつ生活の場に多職種が包 

括的に関わり続けることのできる生活支援システムを構築するためのキーパーソンとし 

て、専門的な知識と経験に基づいて支援に関わる関係機関との連携（多職種連携）を図 

り、支援を総合調整する医療的ケア児等コーディネーターの配置の実現に努めます。 
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（４）就労支援  

 

【施策の方向】  

障がいがあっても、いきいきと働くことのできる地域社会の実現をめざし、働く障

がい者を社会全体で応援する取り組みを促進するとともに、企業等と連携・協働し、

障がいのある方の意欲や特性に応じた、就労機会の拡大と工賃水準の向上や職場定着

を促進します。 

 

【主要な施策】  

① 町民、企業、行政等の応援体制づくり  

○障がいのある方の雇用への理解を促進します。 

○「国等による障害者就労支援施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」 

 に基づき、障がいのある方が就労する事業所や障がいのある方を雇用している企 

 業等への発注に努めます。 

② 一般就労の推進  

○ハローワーク、オホーツク障がい者就業・生活支援センター、北見地方障がい者

職親会、労働関係機関などとの連携強化や情報の共有化を図り、障がいのある方 

の雇用を促進するとともに一般就労への移行を支援する体制づくりに努めます。 

○関係機関の連携により職業面及び生活面が一体化した総合的支援の実施に努めま 

す。 

  ○障害者雇用納付金制度に基づく各種助成制度や職場適応訓練、障害者トライアル 

雇用、職場適応援助者（ジョブコーチ）などの周知に努め、活用を促進します。 

③ 多様な就労の機会の確保  

○適性に応じた職種についての知識・技能の習得による職業的自立の促進を支援し 

ます。 

○企業、経済団体、福祉団体との連携・協力による就労機会の確保に努めます。 

○障がいのある方の農業分野・水産業分野における就労（農福連携・水福連携）に 

 関する理解促進を図るとともに取り組みへの支援に努めます。 

④ 福祉的就労の底上げ  

○就労系サービス事業所等での就労の場の確保に努めます。 

○障害福祉サービス事業所等で作られた製品の販売促進を図ります。 

○民間企業との連携・協働により販路拡大に努めます。 
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（５）社会参加  

 

【施策の方向】  

障がいのある方自らの選択と決定により参加することのできる様々な活動の機会を

増やすとともに、障がいのある方の社会参加を促進するよう、社会のあらゆる面での

アクセシビリティ（利用しやすさ）の向上をはじめとする環境整備に努めます。 

さらに、障がいのある方と地域住民等が交流する場の整備、コミュニケーション手

段の確保、移動に関する支援の利用促進などに努めます。 

 

【主要な施策】  

① 社会参加の促進 

 ○障がい者団体との連携強化を図ります。 

 ○地域の実情に応じた地域生活支援事業の実施に努めます。 

○社会参加活動に関する相談や情報の収集・提供に努めます。 

○地域で行われる様々な行事や住民活動について、地域社会の一員である障がいの 

 ある方たちが参加しやすいよう、障がいのある方の参画や主催者による合理的配 

慮の提供の促進を図るため、周知に努めます。 

  ○障がいのある方と地域住民等が交流する場の整備を促進します。 

○聴覚障がいのある方のための手話等の意思疎通の手段を選択する機会の確保や情

報の取得または利用の手段についての選択の機会の拡大に努めます。 

○視覚障がいや聴覚障がいのある方に対する点字や字幕などによる情報提供の支援

に努めます。 

○移動支援事業等の移動に関する支援の利用を促進するとともに、障がいのある方

に関する移動手段の必要性や合理的な配慮について広く周知し、移動が円滑に行

えるよう支援に努めます。 

○健康、文化、防災など社会生活に必要な知識習得のための支援に努めます。 

② スポーツ・文化活動の振興 

○障がい者スポーツへの理解の促進、障がい者スポーツ大会開催等に関する周知に 

努めます。 

○障がいのある方の自己実現を図る機会の充実を図るともに障がいのある方に対す 

 る理解を促進するため、芸術・文化活動の支援に努めます。 

③ 生涯学習機会の充実  

○学校卒業後の学習活動を推進するため、関係機関との連携により学習情報提供と 

学習機会の充実に努めます。  
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３．バリアフリー社会の実現  

 

（６）差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

 

【施策の方向】  

障がいのある方への差別を禁止し、障がいのある方の暮らしづらさを解消するとと

もに、障がい者の権利を最大限に尊重することなどについての理解促進を図ります。 

 

【主要な施策】  

① 権利擁護の推進・虐待の防止  

○「北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らし

やすい地域づくりの推進に関する条例（平成２１北海道条例第５０号）」の趣旨

に沿った障がい福祉の普及・啓発に努めます。 

○福祉サービスに関する苦情解決の仕組みについて周知を図るとともに、苦情の適

切な解決に努めます。 

○障がいのある方の消費者としての利益の擁護を図るため、わかりやすい情報の伝

達が出来るような環境の整備に努めるとともに関係機関などとの連携を強化し、 

 普及啓発に努めます。 

○裁判や捜査の際などにおいて、障がいのある方が自分の権利をしっかり伝えるこ 

とができるよう、障がい特性に応じた情報伝達と意思疎通手段の確保と司法手続

きなどにおける配慮の促進に努めます。 

○触法障がい者の退所時における地域生活への移行の支援に努めます。 

○虐待を受けた障がい者に関する問題や養護者の支援に関する相談への対応と援助 

 を行います。 

○関係団体や関係機関と連携・協力し、虐待防止等のための効果的な体制づくりの 

 構築に努めます。 

② 成年後見制度等の活用促進 

  ○判断能力が十分ではないが身寄りがないなどの理由により親族等による後見等開

始の審判の申し立てができない障がい者等に対する成年後見制度の活用促進に努

めます。 
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③ 理解の促進 

○障害者差別解消法に基づき、障がいを理由とする不当な差別的扱いの禁止や障が

いのある方に対する必要かつ合理的配慮の提供についての町民の理解を深めるた

め、「広報ゆうべつ」「かわらばん」「湧別町ホームページ」などを活用した広報啓

発活動の推進に努めます。 

○「チューリップフェア」「産業まつり」などの各種行事での障がいのある方が作成

した作品を自ら展示・販売する活動を通して、町民と障がいのある方との相互理

解を図る交流機会の拡大を図ります。 

○ヘルプマーク・ヘルプカードの普及を推進することで外見から分かりにくい障が 

いなどで周囲の方からの配慮を必要としている方への思いやりのある行動を促し、 

障がいへの理解を促進します。 

④ 地域福祉活動の推進  

○町民が障がいのある方とともに参加する行事・活動を推進し交流機会の拡大に努 

めます。 

○ボランティアの育成など、地域福祉活動の推進に努めます。 
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（７）生活環境  

 

【施策の方向】  

障がいのある方もない方も、すべての人が地域社会において、安全に生活できるよ

う、住まいから交通機関、まちなかまで連続し、安心なバリアフリー環境の整備と防

災・防犯対策を推進します。 

 

【主要な施策】  

① 住まい・まちづくりの推進  

○バリアフリー及びユニバーサルデザイン（年齢や障がいの有無、体格、性別、国籍

などにかかわらず、できるだけ多くの人にわかりやすく、最初からできるだけ多くの人が

利用可能であるようなデザイン）の視点に立った環境整備の促進に努めます。 

○誰もが安全で快適に生活できる福祉のまちづくりの推進に努めます。 

○障がいのある方の生活の利便性を高めるため、入浴補助用具や住宅内の手すり等

の日常生活用具の利用を促進します。 

○障がいのある方が盲導犬や介助犬などの身体障害者補助犬を同伴して公共施設や 

商業施設などを円滑に利用できるよう理解の促進に努めます。 

② 移動・交通のバリアフリーの促進  

○公共交通機関を利用する上で制約が多い重度の障がいがある方の移動手段を確保 

 するため、道路運送法に基づく福祉有償運送制度や移動支援事業などの移動に関 

する支援の利用を促進します。 

③ 防災・防犯対策の推進  

 ○災害時に支援を必要とする方の情報の把握と要配慮者一人ひとりの障がい特性に 

応じた避難方法の確保など平常時からの支援体制づくりの推進に努めます。 

○障がいのある方に配慮した避難所の設置などの推進に努めます。 

○障がいのため判断能力の不十分な方などに対する防犯対策の推進に努めます。 

○感染症発症時などに障がい特性に配慮した情報の提供や対策についての周知を行 

 います。 
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（８）情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

 

【施策の方向】  

ＩＣＴ（情報通信技術）の活用により、情報アクセシビリティの向上に取り組むと

ともに、情報提供や意思疎通支援の充実など、障がいのある方のコミュニケーション

手段を拡充し、自立と社会参加を促進します。 

 

【主要な施策】  

① 情報通信における情報アクセシビリティの向上 

○ＩＣＴの発達による誰もが使いやすい技術を活用した情報バリアフリー化の促進 

 に努めます。 

○視覚障がいや聴覚障がいなど意思疎通に障がいのある方に対する情報提供などの 

 充実に努めます。 

② 意思疎通支援の充実 

 ○手話が言語であることの普及啓発に努めます。 

○視覚障がいのある方が、点訳奉仕員や朗読奉仕員の支援を受けることができる体 

 制整備に向けて検討を行います。 

○聴覚障がいのある方が、手話通訳者や要約筆記者の支援を受けることができる体 

 制整備に向けて検討を行います。 

○ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）患者など、重度の言語機能障がいのある方の意思

疎通を確保するため意思伝達装置等の福祉用具の利用を促進します。 

③ 選挙等における配慮  

○障がい特性に配慮した選挙情報の提供と投票所のバリアフリー化の促進に努めま

す。 

○自宅での投票が可能な郵便等による不在者投票制度や点字による投票制度の活用

及び利用方法についての周知を図ります。 
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第４章 第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画 

における成果目標と実績  

 

 

１．福祉施設の入所者の地域生活への移行 

 

 地域生活への移行を進める観点から、施設入所者のうち、今後、自立訓練事業等を

利用し、グループホーム、一般住宅などに移行する方の数を見込み、令和５年度末時

点での地域生活に移行する方の数値目標を設定しておりました。 

国の基本指針では、令和元年度末時点における施設入所者の６％以上が令和５年度

末までに地域生活へ移行することとするとともに、令和５年度末時点における施設入

所者数を令和元年度末時点から１．６％以上削減することを基本とするとされており、

さらに、第５期計画で定めた令和２年度までの数値目標が達成できないと見込まれる

場合は、未達成割合を加えた割合以上を第６期での目標値とするとされておりました。 

本町においては、これまでの実績や障がい者の高齢化・重度化などから依然として

施設入所支援のニーズが高い現状を勘案して、国の指針によらず目標を設定しており、 

２人（施設入所者数の８％）の地域生活への移行という目標設定に対し実績見込みは

０人となっており、令和５年度末で施設入所者数１人（４％）の減少という目標設定

に対し実績見込みは２人減少となりました。 

 

項目 
数値 

説明 
目標・予定 実績（見込み） 

令和元年度末時点の 

施設入所者数 
－ ２５人 令和２年３月３１日時点の施設入所者数 

地域生活移行者数 ２人 ０人 
施設入所者のうち、グループホーム等へ 

移行した人数※施設入所者数の８％で設定 

新たな施設入所支援利用者数 

（増） 
１人 ２人 

令和５年度末までに新たに施設入所支援が

必要となる（なった）利用者数 

施設入所支援不要者数（減） － ４人 
令和５年度末までに施設入所支援が必要 

なくなった人員 ※長期入院・死亡等 

令和５年度末の施設入所者数 ２４人 ２３人 令和５年度末の施設入所者数見込 

増減 １人減少 ２人減少 令和５年度末の増減数見込 
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２．精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

  精神病床における長期入院患者の地域生活への移行を進めるに当たっては、精神科

病院や地域援助事業者による努力だけでは限界があり、自治体を中心とした地域精神

保健医療福祉の一体的な取組の推進に加え、地域住民の協力を得ながら、差別や偏見

のない、あらゆる人が共生できる包摂的（インクルーシブ）な社会の実現に向けた取

組の推進が必要です。 

  これを踏まえ、精神障がい者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをする

ことができるよう、精神障がい（発達障がい及び高次脳機能障がいを含む）にも対応

した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、国の基本指針では、 

○精神障がい者の精神病床から退院後１年以内の地域における生活日数の平均を 

３１６日以上とすることを基本とする。 

○令和５年度末の精神病床における１年以上長期入院患者数（６５歳以上、６５歳 

未満）の目標値を国が提示する推計式を用いて設定する。 

○令和５年度末における入院後３ヶ月時点・６ヶ月時点・１年時点の退院率の目標 

値をそれぞれ６９％以上・８６％以上・９２％以上として設定することを基本と 

する。 

 とされておりました。 

本町においては、地域の実情などを勘案し数値目標を設定せずに、『退院可能な精神 

障がい者に対して地域生活への移行を支援する取り組みの充実に努め、社会的入院（医 

学的には重篤でなく、在宅での療養が可能であるにもかかわらず、家庭の都合などで長期に 

わたって病院で生活をしている状態）の解消を目指す』としたところでしたが、現状では、 

長期入院となっている精神障がい者のほとんどが高齢化・重症化などの理由により入 

院加療が必要な方であって、対象となるような精神障がい者がいない状況となってお 

ります。 

  引き続き、地域生活への移行を支援する取り組みの充実に努めていきます。 
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３．地域生活支援拠点等の整備 

 

  国の基本指針では、令和５年度までに、障がいのある方の居住支援のための機能（相

談、体験の機会・場、緊急時の受入・対応、専門性、地域の体制づくり等）の集約な

どを行う拠点等について、各市町村または各圏域に少なくとも一つ以上の拠点等を確

保しつつ、その機能の充実のため年１回以上運用状況を検証及び検討することを基本

とするとされておりました。 

  本町においては、本町及び近隣市町村の現状を勘案すると、社会的資源の不足など

から早期の整備は難しい状況であると判断し、『近隣市町村との共同整備を本町の基本

的な考え方とした上で課題を洗い出し、整備の方向性の決定・対応策の検討を行える

よう、北海道が示す保健医療福祉圏域である遠紋地域の市町村との連携を進める』と

したところでしたが、依然として拠点の整備・機能の確保が難しい状況にあります。 

引き続き、北海道が示す保健医療福祉圏域である遠紋地域の市町村による共同整備、

または、他法他施策と連携した本町単独での機能の確保のどちらかを目指して近隣市

町村や関係機関と協議・連携しながら検討していきます。 
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４．福祉施設から一般就労への移行等 

 

（１）福祉施設から一般就労への移行目標 

  障がい者の福祉施設利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、令和５年度中に

一般就労に移行する者の数値目標を設定しており、国の基本指針では、令和元年度実

績の１．２７倍以上とすることを基本とし、そのうち、それぞれ令和元年度実績に対

して、就労移行支援事業については１．３０倍以上・就労継続支援Ａ型事業について

は概ね１．２６倍以上・就労継続支援Ｂ型事業については概ね１．２３倍以上を目指

すこととするとされておりました。 

本町においては、令和元年度の一般就労移行者が就労移行支援事業からの１人であ

るなどのこれまでの実績から、令和５年度中に就労移行支援利用者２人が一般就労へ

移行することを目標として設定しておりました。 

一般就労への移行実績として、令和５年度当初に就労継続支援Ａ型事業を通じて１

人が移行しましたが、継続が難しく、現在は再度Ａ型事業を利用しており、令和５年

度における実績見込みは０人となる見通しです。 

項目 

数値 

説明 

目標 
実績 

（見込み） 

令和５年度の一般就労移行者数 ２人 ０人 
令和５年度において、就労移行支援事業等

を通じて一般就労に移行した方の数 

 

うち、就労移行支援利用者 ２人 ０人 
令和５年度において、就労移行支援事業を

通じて一般就労に移行した方の数 

うち、就労継続支援Ａ型利用者 ０人 ０人 
令和５年度において、就労継続支援Ａ型事

業を通じて一般就労に移行した方の数 

うち、就労継続支援Ｂ型利用者 ０人 ０人 
令和５年度において、就労継続支援Ｂ型事

業を通じて一般就労に移行した方の数 

（２）就労定着支援事業の利用者数 

  国の基本指針では、令和５年度において就労移行支援事業等を通じて一般就労に移

行する方のうち、７割が就労定着支援事業を利用することを基本とするとされており

ましたが、本町においては、町内及び近隣市町村に就労定着支援サービスを提供する

事業所が存在しないことから数値目標を設定しておりませんでした。 

引き続き、事業所等との連携を密にして適切なサービス利用を促進します。 

（３）就労定着支援事業所の就労定着率 

  国の基本指針では、就労定着支援事業所について、令和５年度末における就労定着

率が８割以上の事業所を全体の７割以上とすることを基本とするとされておりました

が、本町には現時点で就労定着支援サービスを提供する事業所が存在しておりません。
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５．障害児支援の提供体制の整備等 

 

（１）児童発達支援センターの設置と保育所等訪問支援の利用体制の構築 

  国の基本方針では、令和５年度末までに、重層的な地域支援体制の構築を目指すた 

めに中核となる児童発達支援センターを各市町村または各圏域に少なくとも１ヶ所以 

上設置すること、また、障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を 

推進するために全ての市町村において保育所等訪問支援を利用できる体制を構築する 

ことを基本とするとされておりました。 

  本町においては、現状などを勘案すると、児童発達支援センターにつきましては専 

門的人材の養成が難しいなどの課題があり、保育所等訪問支援の利用につきましては 

町内はもとより近隣市町村にもサービスを提供する事業所がなく、早期の設置・体制 

の構築が難しい状況であったことから、『保育所等訪問支援の実施可能な児童発達支援 

センターの設置を想定することで児童発達支援センターの設置と保育所等訪問支援の 

利用体制の構築に同時に取り組むこととし、引き続き、遠紋圏域等の圏域での児童発 

達支援センターの設置を本町の基本的な考え方として、近隣市町村と連携しながら検 

討を進める』としたところでしたが、事業所等の社会資源及び人材の不足やノウハウ 

がないなどの理由から、依然として、設置・体制の構築に向けて進めていくことが難 

しい状況です。引き続き、近隣市町村と連携しながら検討を進めていきます。 

 

（２）重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業 

   所の確保 

  国の基本指針では、令和５年度までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達 

 支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村または各圏域に少なくとも１ 

 ヶ所以上確保することを基本とするとされておりました。 

  本町においては、本町及び近隣市町村に所在する事業所の現状を勘案すると、相当 

の経験を有する上で支援時間帯において常に対応できる嘱託医を確保する、看護師及 

び理学療法士・作業療法士等の訓練担当職員を常駐させるなど、重症心身障がい児の 

支援には専門性を必要とすることから体制を整えることは非常に困難であり、早期の 

確保は難しい状況にあるため、『遠紋圏域等の圏域での確保を本町の基本的な考え方と 

して、近隣市町村と連携しながら検討を進める』としたところでしたが、体制を整え 

ることが非常に困難である現状に変わりはなく、確保に向けて進めていくことが難し 

い状況です。引き続き、近隣市町村と連携しながら検討を進めていきます。 

 

 



- 36 - 

 

（３）医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配 

   置 

  国の基本指針では、令和５年度までに、各市町村または都道府県の関与の上での各 

 圏域において、保健・医療・障害福祉・保育・教育などの関係機関などが連携を図る 

 ための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置 

 することを基本とするとされておりました。 

 本町においては、協議の場の設置に関しては主に医療機関・教育機関との連携が難 

しいことから見通しが立っておらず、コーディネーターの配置に関しては町内に登録 

者・研修修了者がいないことから、早期の設置及び配置が難しい状況にあり、実情を 

勘案すると新たに協議の場を設置することは困難であるため、『既存の自立支援協議 

会である障害者ケア会議の活用も含めて、引き続き、関係機関と協議・連携しながら 

協議の場の設置及びコーディネーターの配置に向けて検討していく』としたところで 

した。 

 現時点では、協議の場の設置及びコーディネーターの配置ともに実現できておりま 

せんが、協議の場の設置に関しては既存の自立支援協議会である障害者ケア会議を活 

用する方向で、また、コーディネーターの配置に関しては令和６年度に町職員が研修 

を受講する方向で検討を進めております。 

 

 

 

６．相談支援体制の充実・強化等 

  国の基本指針では、令和５年度までに、各市町村または各圏域において、総合的・

専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保するこ

とを基本とするとされており、具体的な取組として、 

  ○総合的・専門的な相談支援について、障がいの種別や各種ニーズに対応できる総

合的・専門的な相談支援の実施の見込みを設定する。 

○地域の相談支援体制の強化として、地域の相談支援事業者に対する訪問などによ

る専門的な指導・助言件数の見込み、地域の相談支援事業者の人材育成の支援件

数の見込み、地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数の見込みを設定する。 

 とされておりました。 

  本町においては、地域の実情などを勘案し数値目標は設定しておりませんでしたが、

定期的に開催している障害者ケア会議の実施などにより各相談支援事業者との連携を

図ることで相談支援体制の充実・強化に取り組みました。 
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７．障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

  国の基本指針では、令和５年度末までに、各市町村において、障害福祉サービス等 

 の質を向上させるための取組を実施する体制を構築することを基本とするとされてお 

り、具体的な取組として、 

 ○障害福祉サービス等に係る各種研修の活用について、都道府県が実施する障害福

祉サービス等に係る研修その他の研修への市町村職員の参加人数の見込みを設定

する。 

○障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有について、障害者自立

支援審査支払等システムなどによる審査結果を分析してその結果を活用し、事業

所や関係自治体などと共有する体制の有無及びその実施回数の見込みを設定する。 

 とされておりました。 

本町においては、本町職員の研修への参加人数の見込みについて、以下のとおり目 

標を設定しており、概ね達成できたと考えております。 

なお、障害者自立支援審査支払等システムなどによる審査結果の共有体制について 

は、地域の実情を勘案すると、現時点では必要性が低いと考えられる上で構築が難し 

い状況にあるため具体的な目標は設定せずに『事業所や北海道及び近隣市町村との情 

報共有を図る』としたところであり、十分な情報共有がなされていると考えておりま 

す。 

 

取組事項 年度 

数値 

参加した研修の内容 
目標 

実績 

（見込み） 

研修への 

本町職員の 

参加人数 

令和３年度 延べ２人 延べ１人 
指定障害福祉サービス事業者等集団指導 
※新型コロナウイルス感染拡大の影響で開催数減少 

令和４年度 延べ２人 延べ２人 
指定障害福祉サービス事業者等集団指導 

障がい者虐待防止・権利擁護研修 

令和５年度 延べ２人 延べ２人 
障がい者虐待防止・権利擁護研修 

他１件参加予定 
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第５章 第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画 

における成果目標  

 

 

１．福祉施設の入所者の地域生活への移行 

 

 前計画から引き続き、地域生活への移行を進める観点から、施設入所者のうち、今

後、自立訓練事業等を利用し、グループホーム、一般住宅などに移行する方の数を見

込み、令和８年度末の段階において地域生活に移行する方の数値目標を設定します。 

国の基本指針では、令和４年度末時点における施設入所者の６％以上が令和８年度

末までに地域生活へ移行するとともに、令和８年度末時点における施設入所者数を令

和４年度末時点から５％以上削減することを基本とするとされていますが、本町にお

いては、これまでの実績や障がい者の高齢化・重度化などから依然として施設入所支

援のニーズが高い現状を勘案して、国の基本指針によらず、以下のとおり目標を設定

します。 

 

項目 数値 説明 

令和４年度末の施設入所者数

（Ａ） 
２２人 令和５年３月３１日時点の施設入所者数 

目標値 地域生活移行者数（Ｂ） ２人 

令和４年度末時点の施設入所者のうち令和８年度末までにグル

ープホーム等への移行する人数の目標 

※（Ａ）の施設入所者数の６％以上 

新たな施設入所支援利用等（Ｃ） １人 
令和８年度末までに新たに施設入所支援が必要となる利用者数 

の見込み 

令和８年度末の施設入所者数

（Ｄ） 
２１人 

令和９年３月３１日時点の施設入所者数見込 

（Ａ－Ｂ＋Ｃ） 

目標値 減少見込数（Ｅ） １人 
差引減少見込数（Ａ－Ｄ） 

（Ａ）の施設入所者数の４％で設定 
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２．精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

  前計画から引き続き、精神障がい者に対する包括的な支援を行えるようにするため、

重層的な連携による支援体制を構築していくことが必要であることから、保健・医療・

福祉等の関係者による協議の場を設置し活性化を図ることを目指します。 

  本町の実情を勘案すると、新たに協議の場を設置することは困難である、町内に精 

神科医療に携わる関係者がいないなどの課題があり、早期の設置は難しい状況ですが、 

既存の自立支援協議会である障害者ケア会議を活用した町単独での設置もしくは近隣 

町との共同設置に向けて検討を重ねるなど、できるだけ早期に設置できるよう努める 

こととします。 

  また、退院支援に関しまして、本町においては、長期入院となっている精神障がい

者のほとんどが高齢化・重症化などの理由により入院加療が必要な方であって、退院 

促進の対象となるような長期入院患者がいないなどの地域の現状を勘案し数値目標は

設定しませんが、退院可能な精神障がい者に対して地域生活への移行を支援する取り

組みの充実に努め、社会的入院（医学的には重篤でなく、在宅での療養が可能であるにも

かかわらず、家庭の都合などで長期にわたって病院で生活をしている状態）の防止に努めま

す。 
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３．地域生活支援の充実 

 

  国の基本指針では、令和８年度末までの間、各市町村において地域生活支援拠点等

を整備するとともに、その機能の充実のためコーディネーターの配置、地域生活支援

拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の担当者の配置、支援ネットワークな

どによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年１回以上、

支援の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討することを基本とする、また、令和８

年度末までに、各市町村又は圏域において、強度行動障がいを有する者に関して、そ

の状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進めるこ

とを基本とするとされております。 

  地域生活支援拠点等に関しまして、本町においては、本町及び近隣市町村の現状を

勘案すると、社会的資源の不足などから依然として早期の整備は難しい状況であるこ

とから、拠点の整備または機能の確保の方策についての検討段階にあり、コーディネ

ーター等の配置や運用状況の検証及び検討の取り組みに至るまでには長い道程となり

そうですが、第一歩として、地域生活支援拠点等を整備するために、北海道が示す保

健医療福祉圏域である遠紋地域の市町村による共同整備、または、他法他施策と連携

した本町単独での機能の確保のどちらかを目指して近隣市町村や関係機関と協議・連

携しながら検討していきます。 

  また、強度行動障がいを有する方の支援に関しましては、状況やニーズの把握に努

め、関係機関との連携を強化し、支援体制の整備に取り組みます。 
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４．福祉施設から一般就労への移行等 

 

（１）福祉施設から一般就労への移行目標 

  前計画から引き続き、障がい者の福祉施設利用者のうち、就労移行支援事業等を通

じて、令和８年度中に一般就労に移行する方の数値目標を設定します。 

国の基本指針では、令和３年度実績の１．２８倍以上とすることを基本とし、その

うち、就労移行支援事業については１．３１倍以上・就労継続支援Ａ型事業について

は概ね１．２９倍以上・就労継続支援Ｂ型事業については概ね１．２８倍以上を目指

すこととするとされております。 

本町においては、令和３年度実績が０人であったことから国の指針によらず、令和

８年度中に１人が一般就労へ移行することを目標とします。また、サービス種別ごと

では、これまでの実績などから、就労移行支援事業を通じての移行を１人とします。 

項目 数値 説明 

令

和

３

年

度

実

績 

一般就労移行者数 ０人 
令和３年度において、就労移行支援事業等を通じて一

般就労に移行した人数 

 

うち、就労移行支援利用者 ０人 
令和３年度において、就労移行支援事業を通じて一般 

就労に移行した人数 

うち、就労継続支援Ａ型利用者 ０人 
令和３年度において、就労継続支援Ａ型事業を通じて 

一般就労に移行した人数 

うち、就労継続支援Ｂ型利用者 ０人 
令和３年度において、就労継続支援Ｂ型事業を通じて 

一般就労に移行した人数 

令

和

８

年

度

目 

標 

値 

一般就労移行者数 １人 
目標年度において、就労移行支援事業等を通じて一般

就労へ移行する人数の目標 

 

うち、就労移行支援利用者 １人 
目標年度において、就労移行支援事業を通じて一般就

労へ移行する人数の目標 

うち、就労継続支援Ａ型利用者 ０人 
目標年度において、就労継続支援Ａ型事業を通じて一

般就労へ移行する人数の目標 

うち、就労継続支援Ｂ型利用者 ０人 
目標年度において、就労継続支援Ｂ型事業を通じて一

般就労へ移行する人数の目標 

 

（２）就労移行支援事業所の一般就労移行率 

国の基本指針では、就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占

める一般就労へ移行した者の割合が５割以上の事業所を全体の５割以上とすることを

基本とするとされておりますが、本町には就労移行支援サービスを提供する事業所が

存在しません。 
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（３）就労定着支援事業の利用者数 

  国の基本指針では、令和８年度における就労定着支援事業利用者数を令和３年度実 

 績の１．４１倍以上とすることを基本とするとされております。 

本町においては、就労定着支援事業の利用実績が未だ０件となっていることから数 

 値目標は設定しませんが、事業所等との連携を密にして適切なサービス利用を促進し 

 ます。 

 

（４）就労定着支援事業所の就労定着率 

  国の基本指針では、就労定着支援事業所について、令和８年度末における就労定着

率が７割以上の事業所を全体の２割５分以上とすることを基本とするとされておりま

すが、本町には就労定着支援サービスを提供する事業所が存在しません。 

 

 

 

５．障害児支援の提供体制の整備等 

 

  前計画から引き続き、障がい児支援の提供体制の整備について、国の基本指針を踏

まえた上で本町の現状・地域の実情などを勘案し取り組みを進めます。 

 

（１）児童発達支援センターの設置と障がい児の地域社会への参加・包容（インクルー 

ジョン）を推進する体制の構築 

  国の基本方針では、令和８年度末までに、重層的な地域支援体制の構築を目指すた 

めに中核となる児童発達支援センターを各市町村または各圏域に少なくとも１ヶ所以 

上設置すること、また、令和８年度末までに、全ての市町村において、障がい児の地 

域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体制を構築することを基本と 

するとされております。 

  本町の現状などを勘案すると、専門的人材の養成が難しいなどの課題があり、児童 

発達支援センターの早期の設置は依然として難しい状況です。 

本町としては、地域の障がい児支援の中核的な役割を担う児童発達支援センターの 

設置に向けて検討を重ねる中で障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョ 

ン）を推進する体制の構築にも取り組むこととし、引き続き、遠紋圏域等の圏域での 

児童発達支援センターの設置を本町の基本的な考え方として、近隣市町村と連携しな 

がら設置に向けて進めることとします。 
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（２）重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業 

   所の確保 

  国の基本指針では、令和８年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発 

 達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村または各圏域に少なくとも 

 １ヶ所以上確保することを基本とするとされております。 

  本町及び近隣市町村に所在する事業所の現状を勘案すると、相当の経験を有する上 

で支援時間帯において常に対応できる嘱託医を確保する、看護師及び理学療法士・作 

業療法士等の訓練担当職員を常駐させるなど、重症心身障がい児の支援には専門性を 

必要とすることから体制を整えることは非常に困難であり、早期の確保は難しい状況 

にあります。 

 本町としては、引き続き、遠紋圏域等の圏域での確保を本町の基本的な考え方とし 

て、近隣市町村と連携しながら検討を進めることとします。 

 

（３）医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配 

   置 

  国の基本指針では、令和８年度末までに、各市町村または都道府県の関与の上での 

 各圏域において、保健・医療・障害福祉・保育・教育などの関係機関などが連携を図 

 るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配 

 置することを基本とするとされております。 

 本町において、協議の場の設置に関しては、主に医療機関・教育機関との連携が難 

しいなどの課題があり早期の設置は難しい状況ではありますが、既存の自立支援協議 

会である障害者ケア会議を活用する方向で、また、コーディネーターの配置に関して 

は、令和６年度に町職員が研修を受講する方向で検討を進めていきます。 
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６．相談支援体制の充実・強化等 

（１）基幹相談支援センターの設置 

  国の基本指針では、令和８年度末までに、各市町村において、総合的な相談支援、

地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくりの役割

を担う基幹相談支援センターを設置するとともに、基幹相談支援センターが地域の相

談支援体制の強化を図る体制を確保することを基本とするとされております。 

  本町においては、地域の実情などを勘案すると町単独での設置は難しい状況にある 

ことから、複数市町村での広域設置を基本的な考え方として、近隣市町村と連携しな 

がら検討を進めることとします。なお、未だ設置に向けての検討段階にあることから、 

支援件数や取組の実施回数及び主任相談支援専門員の配置数などの数値目標は設定し 

ません。 

 

（２）協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等 

国の基本指針では、協議会において、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の 

開発・改善等を行う取組を行うとともに、これらの取組を行うために必要な協議会の

体制を確保することを基本とするとされております。 

本町においては、自立支援協議会として定期的に開催している障害者ケア会議の中

で事例検討を実施することで地域における支援体制の充実・強化を図ります。なお、

実施に向けての検討段階にあることから、実施回数の見込みなどの具体的な数値目標

は設定しません。 

 

 

 

７．障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

  国の基本指針では、令和８年度末までに、各市町村において、障害福祉サービス等 

 の質を向上させるための取組に関する事項を実施する体制を構築することを基本とす 

るとされております。 

本町においては、北海道等が実施する障害福祉サービス等に係る各種研修へ本町職 

員が参加することで障害福祉サービス等の理解を深め事業所に適切な指導ができる体 

制づくりに努める、事業所や関係市町村と障害者自立支援審査支払等システムなどに 

よる審査結果の共有を行うことで給付の適正化や不正請求の防止を図る、などの取組 

を行うこととし、具体的な数値目標は設定しません。 
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第６章 障害福祉サービス等の見込量と確保のための方策 

 

１．訪問系サービス 

  訪問系サービスは、主に在宅で訪問を受け利用するサービスです。 

  見込み値については、近年の利用状況及び障がいのある方のニーズ、地域移行の推

進などを勘案して設定します。 

 

（１）居宅介護（ホームヘルプ） 

居宅で入浴、排せつ、食事などの身体介助や洗濯、掃除などの家事援助を行います。 

 第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

利用者数（人） 4 4 4 5 5 6 

利用時間（時間/月） 24 24 22 35 35 42 

 ※令和５年度は実績見込値（以下同じ） 

（２）重度訪問介護 

 重度の障害があり常時介護を要する方に、生活全般にわたる介護のほか、外出時に

おける移動の介護などを総合的に行います。 

 利用されていた方が新型コロナウイルス感染拡大の影響で近年は利用を控えており 

ますが、感染リスクが払拭された暁には利用を再開される予定です。 

 第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

利用者数（人） 0 0 0 1 1 1 

利用時間（時間/月） 0 0 0 10 10 10 

 

（３）同行援護 

 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者（児）の外出時において同

行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護または外出する際の必要な

援助を行うサービスです。 

本町をサービス提供範囲としている事業所がないことから、計画値は見込みません。 

 第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

利用者数（人） 0 0 0 0 0 0 

利用時間（時間/月） 0 0 0 0 0 0 
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（４）行動援護 

 知的障がいまたは精神障がいのために行動上著しい困難があり、常時介護を要する

方の行動の際の危険回避や外出時の移動の介護を行います。 

 第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

利用者数（人） 1 2 2 2 2 2 

利用時間（時間/月） 2 6 7 8 8 8 

 

（５）重度障害者等包括支援 

常時介護が必要でその必要性が著しく高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括

的に提供するサービスです。 

本町をサービス提供範囲としている事業所がないことから、計画値は見込みません。 

 第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

利用者数（人） 0 0 0 0 0 0 

利用時間（時間/月） 0 0 0 0 0 0 

 

 

■サービス見込量の確保のための方策 

 地域のサービスを必要とする障がい者等の情報を各関係機関と連携して収集し、個

別の相談・助言などを通じてサービスの提供に努めます。また、障がい者等に対しサ

ービス内容に関する情報提供を積極的に進めます。 
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２．日中活動系サービス 

日中活動系サービスは、通所施設等で日中の活動を支援するサービスです。 

見込み値については、国の基本指針に基づき、近年の利用状況及び障がいのある方

のニーズ、近隣地域での事業所設置状況などを踏まえて設定します。 

 

（１）療養介護 

 医療と常時介護を必要とする障がい者に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看

護、医学的管理下における介護及び日常生活上の援助を行います。 

 第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

利用者数（人） 1 1 1 1 1 1 

 

（２）生活介護 

常に介護を要する方に、日中、障がい者支援施設等において、入浴、排せつ、食事

の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 

 第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

利用者数（人） 43 42 41 42 42 43 

 うち、重度障害者※ 20 20 21 22 22 23 

利用量（人日/月） 890 849 846 882 882 903 

  ※重度障害者とは、強度行動障害や高次脳機能障害を有する者、医療的ケアを必要とするもの等 

   （以下同じ） 

 

（３）自立訓練（機能訓練） 

身体障がい者に対し、自立した日常生活及び社会生活ができるよう、一定期間、身

体機能能力の維持・向上のための訓練を行うサービスです。 

本町をサービス提供範囲としている事業所はなく、また、グループホーム入居者や 

施設入所者の利用ニーズはないと考えられるため、計画値は見込みません。 

 第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

利用者数（人） 0 0 0 0 0 0 

利用量（人日/月） 0 0 0 0 0 0 
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（４）自立訓練（生活訓練） 

知的障がい者または精神障がい者に対し、自立した日常生活及び社会生活ができる

よう、一定期間、生活能力の維持・向上のために必要な支援・訓練を行うサービスで

す。 

近隣市町村では北見市にサービス提供可能な事業所が１箇所所在しておりますが、 

 利用ニーズがないと考えられるため、計画値は見込みません。 

 第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

利用者数（人） 0 0 0 0 0 0 

 うち、精神障がい者 0 0 0 0 0 0 

利用量（人日/月） 0 0 0 0 0 0 

 

（５）宿泊型自立訓練 

知的障がい者または精神障がい者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、

家事等の日常生活能力を向上するための支援、生活等に関する相談・助言などの必要

な支援を行うサービスです。 

町内及び近隣市町村にサービス提供事業所がなく、また、利用ニーズがないと考え 

 られるため、計画値は見込みません。 

 第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

利用者数（人） 0 0 0 0 0 0 

利用量（人日/月） 0 0 0 0 0 0 

 

（６）就労選択支援 

障がい者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメ

ントの手法を活用して、本人の希望・就労能力や適性等に合った選択の支援を行いま

す。 

令和７年１０月より新設されるサービスです。 

 第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

利用者数（人） ― ― ― ― 2 2 

利用量（人日/月） ― ― ― ― 44 44 
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（７）就労移行支援 

一般企業等への就労を希望する障がい者に、一定期間、就労に必要な知識及び能力

の向上のために必要な訓練を行います。 

 第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

利用者数（人） 0 1 1 1 1 1 

利用量（人日/月） 0 5 20 22 22 22 

 

（８）就労継続支援（Ａ型） 

一般企業等での就労が困難な障がい者に、雇用契約に基づく就労の機会を提供する

とともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

 第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

利用者数（人） 11 13 13 13 14 15 

利用量（人日/月） 205 240 234 260 280 300 

 

（９）就労継続支援（Ｂ型） 

 一般企業等での就労が困難な障がい者等に就労の機会や生産活動の機会を提供する

とともに、知識及び能力の向上・維持を図ります。 

 第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

利用者数（人） 14 15 15 15 15 16 

利用量（人日/月） 266 265 284 300 300 320 

 

（１０）就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障がい者で、就労に伴う環境変化

により生活面の課題が生じている方に対し、相談や連絡調整など、課題解決に向けて

必要となる支援を行うサービスです。 

町内及び近隣市町村にサービスを提供する事業所がないことから、計画値は見込み 

 ません。 

 第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

年度 ３年度 4年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

利用者数（人） 0 0 0 0 0 0 

利用量（人日/月） 0 0 0 0 0 0 
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（１１）短期入所（ショートステイ） 

自宅で介護する方が病気などの場合に、短期間、夜間も含めて施設において、入浴、

排せつ、食事などの介護を行います。 

医療的管理を必要とする方が利用対象となる医療型については、町内及び近隣市町

村にサービスを提供する事業所がなく、また、現状では対象者がいないと思われるこ

とから、計画値は見込みません。 

（福祉型） 

 第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

利用者数（人） 3 3 4 3 3 4 

 うち、重度障害者 1 1 2 2 2 2 

利用量（人日/月） 51 54 78 81 81 108 

（医療型） 

 第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

利用者数（人） 0 0 0 0 0 0 

 うち、重度障害者 0 0 0 0 0 0 

利用量（人日/月） 0 0 0 0 0 0 

 

 

■サービス見込量の確保のための方策 

 障がい者等の自立と社会参加を基本として、障がい者等の日中活動の場の提供を推

進するようサービス基盤の整備・確保に努め、また、各関係機関との連携により就労

が可能な障がい者に対する就労支援に努めます。 
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３．居住系サービス 

  居住系サービスは、入所施設等において、主として夜間や休日に提供されるサービ

スです。 

（１）共同生活援助（グループホーム） 

障がい者に対して、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助及び入浴、排

せつ、食事の介護などを提供します。 

 第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

利用者数（人） 38 38 38 37 38 39 

 
うち、重度障害者 3 5 7 7 7 7 

うち、精神障がい者 12 12 11 11 11 11 

（２）自立生活援助 

施設やグループホームを利用していた障がい者で一人暮らしをする方に対して、必

要な理解力・生活力などを補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により、日常生

活における課題の把握や体調の変化等の確認を行い、必要な助言や医療機関等との連

絡調整などの支援を行うサービスです。 

現状では利用ニーズがないと考えられることから、計画値は見込みません。 

 第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

利用者数（人） 0 0 0 0 0 0 

 うち、精神障がい者 0 0 0 0 0 0 

（３）施設入所支援 

施設に入所している障がい者に、入浴、排せつ、食事の介護など、その他日常生活

に必要な支援を提供します。 

 第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

利用者数（人） 25 24 22 22 22 21 

 

■サービス見込量の確保のための方策 

地域における居住の場としてのグループホームについて、事業者や各関係機関と連

携しながら基盤整備に関する検討を行うとともに、施設入所や入院から地域生活への

移行を推進します。
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４．相談支援 

  地域の障がい者の福祉に関する相談に応じ、情報提供・助言を行うとともに、障害

福祉サービス事業所との連絡・調整を行います。 

 

（１）計画相談支援 

  障がい者の自立した生活を支える適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメント

によりきめ細かく支援するため、障害福祉サービスの支給決定前に、サービス等利用

計画を作成し、支給決定の基礎資料とします。また、支給決定時のサービス等利用計

画に基づき、一定期間ごとにモニタリングを行います。 

 第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

実利用者数（人） 25 26 23 25 26 27 

 

（２）地域移行支援 

  住居の確保その他の以下のような地域における生活に移行するための活動に関する 

相談支援を行うサービスです。 

○入所施設や精神科病院への訪問による相談など 

○地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同行支援 

○住居を確保するための入居支援など 

現状では利用ニーズがないと考えられることから、計画値は見込みません。 

 第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

実利用者数（人） 0 0 0 0 0 0 

 うち、精神障がい者 0 0 0 0 0 0 

 

（３）地域定着支援 

  施設・病院からの退所・退院、家族との同居から一人暮らしに移行した方に対して、

常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じる緊急事態などに対応支援を

行うサービスです。 

  現状では利用ニーズがないと考えられることから、計画値は見込みません。 

 第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

実利用者数（人） 0 0 0 0 0 0 

 うち、精神障がい者 0 0 0 0 0 0 
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■サービス見込量の確保のための方策 

障がい者等が地域において自立した日常生活や社会生活を営むために、中立・公平

な立場で適切な相談支援が実施できる体制整備を図り、各関係機関との連携により障

がい者等が適切な障害福祉サービスの利用ができるよう努めます。 
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５．障害児支援事業 

  障がい児支援には、障害児通所支援、障害児相談支援及び障害児入所支援があり、

障害児通所支援・障害児相談支援は市町村が、障害児入所支援は都道府県が実施しま

す。 

 

（１）障害児通所支援 

  障がい児を対象に、施設等を利用し日中に提供される支援サービスです。 

 

① 児童発達支援 

就学前の障がいのある子どもに日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の

付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。 

 第２期計画 実績値 第３期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

利用者数（人） 25 26 23 25 27 29 

 
うち、重症心身障がい児 0 0 0 0 0 0 

うち、医療的ケア児 0 0 0 0 0 0 

利用量（人日/月） 70 61 64 75 81 87 

 

② 医療型児童発達支援 

 就学前の障がいのある子ども（上肢・下肢または体幹の機能に障がいのある児童）

に支援及び治療を行うサービスです。 

 町内及び近隣市町村にサービスを提供する事業所がなく、また、現状では利用ニー

ズがないと考えられることから、計画値は見込みません。 

 第２期計画 実績値 第３期計画 計画値 

年度 ３年度 4年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

利用者数（人） 0 0 0 0 0 0 

 
うち、重症心身障がい児 0 0 0 0 0 0 

うち、医療的ケア児 0 0 0 0 0 0 

利用量（人日/月） 0 0 0 0 0 0 
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③ 放課後等デイサービス 

 就学中の障がいのある子どもに、授業終了後または休校日に、生活能力の向上のた

めに必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行います。 

 第２期計画 実績値 第３期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

利用者数（人） 29 26 19 21 23 25 

 
うち、重症心身障がい児 0 0 0 0 0 0 

うち、医療的ケア児 1 1 0 0 0 0 

利用量（人日/月） 138 110 93 84 92 100 

 

④ 保育所等訪問支援 

 保育所等に通う障がいのある子どもに対し、その施設を訪問し、集団生活への適応

のための専門的な支援などを行うサービスです。 

 本町をサービス提供範囲としている事業所がないことから、計画値は見込みません。 

 第２期計画 実績値 第３期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

利用者数（人） 0 0 0 0 0 0 

 
うち、重症心身障がい児 0 0 0 0 0 0 

うち、医療的ケア児 0 0 0 0 0 0 

利用量（人日/月） 0 0 0 0 0 0 

 

⑤ 居宅訪問型児童発達支援 

 重度の障がい等により外出が著しく困難な障がいのある子どもに対し、居宅を訪問

して日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与などの支援を行うサービ

スです。    

本町をサービス提供範囲としている事業所はなく、また、現状では対象者がいない

と思われることから、計画値は見込みません。 

 第２期計画 実績値 第３期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

利用者数（人） 0 0 0 0 0 0 

 
うち、重症心身障がい児 0 0 0 0 0 0 

うち、医療的ケア児 0 0 0 0 0 0 

利用量（人日/月） 0 0 0 0 0 0 
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（２）障害児相談支援 

計画相談支援と同様に、障害児通所支援を利用する前に障害児支援利用計画を作成

し、通所支援開始後、一定期間毎にモニタリングを行うなどの支援を行います。 

 第２期計画 実績値 第３期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

利用者数（人） 43 38 42 38 40 42 

 

 

■サービス見込量の確保のための方策 

 町内にあるサービス提供事業者が安定した運営ができるよう支援を行うとともに、

利用者のニーズに対応できるよう、近隣町のサービス提供事業所とも連携を図ります。 

 また、サービスを必要とする方の把握に努め、利用の希望があった場合に速やかに

サービス提供につなげられるよう、情報の収集・提供を行います。 
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６．地域生活支援事業 

湧別町では、障がいのある方が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよ

う、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業を効率的・効果的に行い、障がい

のある方の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無にかかわらず人格と個性を尊重

し安心して暮らすことができる地域社会の実現のために、必要な事業を実施します。 

 

（１）理解促進事業・啓発事業 

障がいのある方が日常生活及び社会生活の際に生じる「社会的障壁」を除くため、

地域の住民が障がいへの理解を深められるよう、研修や啓発事業を実施します。 

本町では、町内イベントにおいて就労系サービス事業所等授産品の販売コーナーを

設け、販売を通して障がいのある方とない方の交流を図っています。 

サービス 

の種類 
単位 

第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

理解促進事業・啓発事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

  

 ■サービス見込量の確保のための方策 

  町内の障がい者団体や障害福祉サービス事業所などと連携し、充実した啓発事業を

開催するとともに、より多くの人たちが参加してもらえるよう検討します。 

 

 

（２）自発的活動支援事業 

障がいのある方やその家族、地域住民などが地域において自発的に行う活動（ピア

サポート、災害対策、孤立防止活動、ボランティア活動など）に対し、当事者団体の

主体性を尊重し、活動場所や情報の提供などの支援を行います。 

サービス 

の種類 
単位 

第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

自発的活動支援事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

  

 ■サービス見込量の確保のための方策 

  障がいのある方やその家族などが行う自主的活動に対して、情報提供などの支援に

努めます。（精神障がい者回復者クラブチューリップの会への支援） 
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（３）相談支援事業 

福祉サービスに関する相談や情報提供など福祉サービスを利用するにあたって必要

な支援や日常生活での困りごとなどに関する相談支援を行うとともに、虐待の防止や

その早期発見、権利擁護のために必要な援助などを行います。 

本町では、ＮＰＯ法人さわやか、社会福祉法人北光福祉会、社会福祉法人湧別町社

会福祉協議会、一般社団法人くらしネットＬｉｎｋ、ＮＰＯ法人ポレポレゆうべつの５ヶ所の

相談支援事業者があります。 

自立支援協議会については、湧別町の障がい者（児）に関わる事業所等が集まり、

情報の共有などを行います。 

住宅入居等支援事業については、相談支援事業と合わせ情報提供などの支援を行い

ます。 

サービス 

の種類 
単位 

第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

障害者相談支援事業 実施箇所数 5 5 5 5 5 5 

自立支援協議会 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

  

 ■サービス見込量の確保のための方策 

  指定相談支援事業者等に委託の上で相談支援事業を実施しております。 

指定相談支援事業者や障害福祉サービス事業者などとの連携を図り、障がい者の自

立と社会参加を支援するために充実・強化に努めます。 

 

 

（４）成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度の利用が有効と認められる知的障がいのある方または精神障がいのあ

る方に対し、成年後見制度の申立てに必要な経費及び後見人等の報酬を助成すること 

などにより支援を行います。 

サービス 

の種類 
単位 

第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

成年後見人制度利用支

援事業 

利用者数 

（人/年） 
0 0 0 1 1 1 

  

 ■サービス見込量の確保のための方策 

  成年後見制度利用支援事業を必要とする障がいのある方の把握に努めます。 
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（５）成年後見制度法人後見支援事業 

成年後見制度における市民後見人の活用も含めた法人後見活動を支援するため、実

施団体に対する研修、実施のための組織体制の構築、専門職による支援体制の構築な

どを行う事業です。 

 

 ■サービス見込量の確保のための方策 

  関係機関と協議を進め、実施を検討します。 

 

（６）意思疎通支援事業 

聴覚・言語機能・音声機能などの障がいによって意思疎通を図ることに支障がある

障がい者等に意思疎通を仲介する手話通訳者や要約筆記者の派遣などを行います。 

 第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

手話通訳者設置人数 0 0 0 0 0 0 

手話・要約筆記実使用者数 0 0 0 0 0 0 

 

 ■サービス見込量の確保のための方策 

  本町では、現状において手話通訳のニーズがありませんが、利用希望があった場合

は北海道が実施する手話通訳者広域派遣事業により手話通訳者の派遣を受けることで

対応します。また、今後に向けて、事業の整備について必要に応じて専門的な機関へ

の委託や補助により推進します。 

 

（７）日常生活用具給付等事業 

重度の障がい者等に対して、自立した生活を促進する用具などの日常生活用具を給

付または貸与することにより、日常生活の便宜を図ります。 

用具の種類 単位 
第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

介護・訓練支援用具 件数 1 0 0 0 0 0 

自立生活支援用具 件数 0 1 0 1 1 1 

在宅療養等支援用具 件数 0 0 0 1 1 1 

情報・意思疎通支援用具 件数 0 0 0 1 1 1 

排泄管理支援用具 件数 379 428 416 432 432 432 

居宅生活動作補助用具 件数 1 0 0 1 1 1 

○介護・訓練支援用具～特殊寝台・特殊尿器・入浴担架・体位変換器・移動用リフトなど 
○自立生活支援用具～入浴補助用具・便器・頭部保護帽・杖・特殊便器など 
○在宅療養等支援用具～透析液加温器・吸入器・電気式たん吸引器・盲人用体温計など 
○情報・意思疎通支援用具～携帯用会話補助装置・点字ディスプレイ・聴覚障害者用情報受信装置など 
○排泄管理支援用具～ストマ用装具・紙おむつなど 
○居宅生活動作補助用具～手すりの取りつけ・段差の解消・便器の取替えなど 
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 ■サービス見込量の確保のための方策 

日常生活用具を必要とする障がい者等が適切に制度を利用できるよう周知を図り、

利用の促進に努めます。 

 

（８）手話奉仕員養成研修事業 

聴覚障がいのある方との交流活動の促進や、市町村の広報活動などの支援者として

期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成するための研修

などを行う事業です。本町においては、実施予定がありません。 

 ■サービス見込量の確保のための方策 

研修などの実施について、本町単独だけではなく近隣市町村との共催も含めて検討

します。 

 

（９）移動支援事業 

屋外での移動が困難な障がい者等に対して、外出のための支援を行うことにより地

域における自立生活や社会参加を促進します。 

 第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

実利用者数（人） 7 8 9 10 10 10 

延利用時間（時間/年） 415 274 280 360 360 360 

 ■サービス見込量の確保のための方策 

利用者や事業者の意見を踏まえて利用しやすい制度づくりに努めるとともに、制度

周知を行い、障がい者等の社会参加や地域生活を送る上で必要な外出に対する支援を

積極的に推進します。 

 

（10）地域活動支援センター事業 

障がい者等に対して、通所により地域の実情に応じた創作的活動や生産活動の機会

の提供、社会交流の促進などのサービスを提供する地域活動支援センターの機能を充

実強化し、障がい者等の地域生活を支援します。 

 第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

湧別町内
事業所分 

実施箇所数 1 1 1 1 1 1 

実利用者数(人) 14 12 12 13 13 13 

湧別町外
事業所分 

実施箇所数 1 1 1 1 1 1 

実利用者数(人) 7 8 6 6 6 6 



- 61 - 

 

 ■サービス見込量の確保のための方策 

町内事業所は湧別町単独で、町外事業所は遠軽町・佐呂間町・湧別町の近隣３町共

同で、設置・運営を事業者に委託した上で実施しており、利用者は遠軽町・湧別町に

所在する地域活動支援センターにそれぞれ通所しています。 

共同設置している近隣町や運営している事業者と連携してサービスの充実を図り、

日中活動の場として社会交流などの機会を提供することにより障がい者等の自立及び

社会参加を推進します。 

 

（11）日中一時支援事業 

介護を行う方が日中において障がい者等を監護することが困難な場合に、障がい者

等を一時的に預かった上で日中活動の場を提供することにより、介護を行う方の負担

軽減を図るとともに就労支援を行います。 

 第６期計画 実績値 第７期計画 計画値 

年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

実施箇所数 0 0 0 2 2 2 

実利用者数（人/月） 0 0 0 2 2 2 

 

 ■サービス見込量の確保のための方策 

現在、協定を締結している事業所は、湧別福祉会及び近隣町の事業所となっていま

すが、利用者のニーズに応じた事業拡充を図るため、提供事業所の参入を促進し、充

実・強化に努めます。 

 

（12）その他の事業 

  地域生活支援事業におけるその他の事業について、本町の実情や障がい者等の状況

を勘案し、必要に応じて事業の構築や見直しを行い、障がい者等が自立した日常生活

または社会生活を営むことができるよう推進します。 
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第７章 計画の推進体制等               

 

  この計画を着実に推進するためには、本町のみならず関係機関・団体との連携を図

りながら、計画の進捗状況の定期的な評価を実施し、必要に応じて計画の見直し等を

行うなど、ＰＤＣＡサイクルの考えを取り入れながら積極的に取り組んでいく必要が

あります。 

 

１．実施体制 

  この計画は、障害者基本法に基づく「湧別町障がい者基本計画」と併せて、本町の

障害福祉施策の基本計画であり、両計画に含まれる分野は、地域生活支援、保健・医

療、相談支援、情報提供、療育教育、働く場・活動の場、バリアフリーの推進、権利

擁護システムなどの様々な分野にわたっています。 

  このため、関係部局、関係機関・団体、障がい当事者などと連携をとりながら、総

合的かつ効果的な計画の実施を図ります。 

 

２．進行管理体制・評価方法 

  湧別町保健医療福祉協議会障がい者部会において、両計画の推進に関する必要な事

項の検討や着実な進行管理・評価を行います。なお、進行管理・評価結果については、

町ホームページにて公表し、透明性を高めます。 

 ■ＰＤＣＡサイクル 

 

Ｐｌａｎ（計画） 

 

 

Ｄｏ（実行）                   Ａｃｔ（改善） 

 

 

Ｃｈｅｃｋ（評価） 

 

Ｐｌａｎ（計画）  目標を設定し、目標達成に向けた活動を立案する 

Ｄｏ（実行）  計画に基づき活動を実行する 

Ｃｈｅｃｋ（評価）  活動を実施した結果を把握・分析し、考察する（学ぶ） 

Ａｃｔ（改善）  考察に基づき、計画の目標・活動などを見直しする 
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第８章 湧別町の障がい者一般施策           

 

１．障がい者施策の基本方針 

湧別町では、障がい者関係各法や湧別町総合計画などに掲げる基本理念に基づき、

障がい者等の自主性が尊重され、可能な限り地域において自立した日常生活を営むこ

とができるよう、地域の実情に応じ障がい者福祉施策の推進に努めます。 

 

２．湧別町の障がい者一般施策事業 

湧別町では、障害者総合支援法に規定される障害福祉サービス以外の事業として、

障がい者等を対象とした事業を以下のとおり実施し障がい者福祉事業の充実を図って

います。 

 

（１）介護手当支給事業 

   ６５歳未満の寝たきり重度心身障がい者と同居し、３ヶ月以上継続して無報酬で

介護を行っている方に対して、介護手当の支給を行っています。 

 

（２）身体障がい者診断書等助成事業 

   身体障者手帳の交付及び補装具費支給を申請する方に対して、申請手続きの際に

要した医師による診断書及び意見書作成手数料の助成を行っています。 

 

（３）バス等通院費助成事業 

   バスによる通院が必要な７０歳未満の重度心身障がい者に対して、１人年間７２

回（腎臓機能障がい者は１人年間３００回）を限度に通院に要したバス料金の助成

を行っています。 

 

（４）人工透析患者自家用車通院交通費助成事業 

人工透析患者で、自家用車により通院されている方に対して、１人年間１５０往

復を限度に経費の一部の助成を行っています。 
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（５）ハイヤー料金助成事業 

   歩行が困難で、通院又は買い物等の外出時にハイヤーの利用が必要な下肢・体幹・

視力の重度身体障がい者に対して、１枚 500 円を上限とする乗車料金助成券を１人

年間１９２枚（中湧別地区及び北兵村地区に在住する方は１人年間９６枚）交付す

ることで外出時に要するハイヤー料金の助成を行っています。 

 

（６）障害者通所交通費助成事業 

   障害者総合支援法に規定する地域活動支援センターまたは就労継続支援Ｂ型事業

所に通所する障がい者に対して、通所に要したバス料金の助成を行っています。 

 

（７）重度心身障がい者医療費助成事業 

   重度障がい者に対して、医療費負担の軽減を図るため医療費の助成を行っていま

す。 

 

（８）紙おむつ購入助成事業 

常時紙おむつが必要な６５歳未満の寝たきり重度心身障がい者などに対して、紙

おむつ購入に要した経費の助成を行っています。 

 

（９）生活応援事業（おむつ用ゴミ袋の支給） 

   障がいを有するため、おむつを使用している方に対し、一定数量のごみ袋の支給

を行っています。 

 

（10）身体障害者自動車運転免許取得費及び自動車改造費助成事業 

   障がい程度が４級以上の身体障害者手帳の交付を受けている方に対し、自動車学

校等において免許を取得するために要した経費の一部の助成を、障がい程度が１級

または２級の身体障害者手帳の交付を受け就労等に伴い自らが所有し運転する自動

車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要のある方に対し、その改造に要

した経費の一部の助成を、１０万円を限度に行っています。 

 

（11）手話通訳者派遣事業 

   意思疎通を図ることに支障のある障がい者等に対し、意思疎通の円滑化を図るた

め手話通訳者の派遣を行っています。 
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（12）特定疾患者通院交通費助成事業 

  罹患原因が不明で治療方法が未確立な難病等により特定医療費（指定難病）受給 

者証・小児慢性特定疾病医療受給者証・特定疾患医療受給者証の交付を受けて 

いる方に対し、通院に要する経費の一部の助成を行っています。 

 

（13）小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業 

   小児慢性特定疾病児童の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付を行っ

ています。 

 

（14）障がい者団体助成事業 

湧別町身体障害者福祉協会、精神障がい者回復者クラブチューリップの会が行う

自主的な活動に対し必要な経費を助成することにより、障がい者福祉の増進を図っ

ています。 

 

 


